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1.は じめ に

フィ リピンにおける国家意識の形成を考える場合、まず、スペ インによる植民地化が、南部イ

スラーム地域を除 いて、どのよ うな形態 にせ よ、「国家」と呼べ るものが成立 していなか った時

点で開始 された点を見逃す ことはできない。すなわち、その当時のフィリピン諸島では、バ ラ

ンガイ 血縁関係を基底 に置き、債務 ・互酬関係によって規定 された小規模な社会集団一

が、ほとんど唯一の地域の政治的統合形態だ ったのである。それゆえ、1896年 に始まった革命

運動がその頂点を迎え、まさに宗主国スペイ ンか らの独立を達成 しようとしていた時、その指

導者に とって、独立 を達成すべ き領域 は、スペ インによ って植民地 「フィリピーナ ス(las

IslasFilipinas)」 として設定された地理的空間であった。つま り、スペ インが実効的に支配

を及ぼ してきたのかどうかは別として、その地理的空間が、所与あるいは自明の もの として受

容 され、それがすなわち独立国家 フィリピンの領域 とされたのである。D

それでは、独立国家の構成員であるフィリピーノ フ ィ リ ピ ン人 は 、 や は り 、 革 命 運

動の指導者にとって、自明の もの として存在 していたのであろうか。結論か ら言えば、1899年

の フィリピン(マ ロロス)共 和国の発足時点においては、その国民は、おおむね、スペイン植

民地 「フィリピーナス」の住民すべてと観念されていた。すなわち、基本的に、民族系統や言

語集団を問わない ものだったと言えるが、その根底には、言語集団や社会階層の違いを越えて、

フィリピン諸島民を結び合わせる基盤と してカ トリシズムがあった ことを指摘 してお きたい。

すなわち、スペインによる植民地支配とカ トリシズムの受容が共通の民族的経験 として認識 さ

れ るに至 っていたのである。2)

ところで、 「フィリピーノ」という語 自体は、本来、 クリオー リョ(イ ンディアス生 まれの

スペイン人)の 一種 として、 フィリピン諸島生まれのスペイン人を指す言葉であった。 しか し

なが ら、19世 紀中葉の現地系(メ スティーソ[混 血人]が 中核をな していた)在 俗司祭の権利

擁護運動に始 まって、世紀末の革命に連な る民族主義的運動の昂揚のなかで、 「フィ リピー

ノ」は、次第にフィリピン諸島住民一般を包摂するもの として浮かび上が って きた。そ して、

最終的に独立国家 フィリピンの国民を指す語に生まれ変わったのである。3)そのなかで、1899

年に成立 したフィリピン共和国に、現代に も繋がる国家の基本的枠組みを与えたのは、中国系

を初めとするメスティーソを主体 とした有産知識層であった。 これ らの有産知識層は、現代の

フィ リピン共和国において も、政治 ・経済 を初めとす るあらゆる分野に大 きな影響力を保 ち
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続けているのである。4)

それゆえ、筆者の主要な関心は、中国系を初めとしたメスティーソの有産知識層が、いかに

してフィリピン植民地社会に存在することにな ったのかということである。そのなかで も、メ

スティーソの大宗を占めた中国系の人々に焦点を しぼ ってこの問題を考えていきたい。筆者は、

別稿で中国系メスティーソの興隆の原点 として、18世 紀中葉のアランデ ィア総督による非カ ト

リック中国人の追放、ラオンおよびアンダ総督による対英協力中国人の追放 と新規移民の途絶

を取 り上げ、それぞれの歴史的意義 にっいて詳細 な検討を行 った。5)そのなかで、 これ らめ中

国人追放が、マニラを中心とする中国人移民社会をカ トリックからなる定住的な社会に変容 さ

せ、その結果、中国人移民社会が中国系 メスティーソを産み出す母胎 としての機能を担 うよう

になったことを明 らかに した。さらに、中国系メスティーソが、マニ ラの中国人商人が束ねる

物産集荷網を活用 しっっ、商業的に勃興 した道筋を示 した。本稿では、まず、その当時のマニ

ラを中心 とした中国人移民社会の変容の要点を示 した後、カ トリック化 した中国人移民社会の

実態を、い くっかの事例を通 して明 らかに し、最後に、フィリピンの国家意識の形成を考察す

る手がか りとして、中国系メスティーソをめ ぐる若干の問題を整理 しておきたい。

2.18世 紀 中葉 の中 国人移 民社 会の変 容

スペイ ンのインディアス支配は、カ トリシズムの布教およびその護持に支配の正統性を置 く

ものであ った。 したが って、インディアスの一部、すなわち、ヌエバ ・エスパーニャ(メ キ シ

コ)副 王領に組み込まれたフィリピン諸島において も、支配下の諸島民の 「魂の征服」、すな

わち、世俗の植民地支配と一体化 してカ トリシズムの普及が進め られた。植民地首府マニラの

建設以降、福建一マニラ間の中国帆船貿易の拡大にともなって増加 した中国人移民 も例外では

なかった。 しか しなが ら、中国人への布教 ・改宗事業は、主 として、 ドミニ コ会がその任に当

たっていたのであるが、それ は、遅 々と して進 まなか ったのである。

これには、 さまざまな要因が考えられるが、まず第一に、マニラを中心 として形成 された当

時の中国人移民社会が、おおむね出稼ぎ型の社会であったことが大きい。すなわち、中国帆船

貿易従事者を含めて多 くの中国人移民が、より良 い経済機会を求めて、マニラに来往 したので

あるが、少数を除いて、永住を目的としていたわけではなかったのである。特に、早期の宣教

師たちが、カ トリックに改宗 した中国人に対 して、断髪を強制す るな どしたことは、将来、帰

国す ることを希望 していた大多数の中国人 にとって、はなはだ不都合なことであ った。6)第二

に、中国人移民にとって、カ トリックに改宗することの有利 さが必ず しも明らかではなかった
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ことがあ る。フィリピン政庁は、中国人居住区パ リア ンを設けて(1581年)、 非カ トリック中

国人をそ こに住まわせ ることを原則 とし、カ トリック中国人の うち現地女性 と結婚 した者にっ

いては、 ビノンド地区を初めとしてパ リアン外居住を認めた。 しか しなが ら、非カ トリック中

国人 も、 日中パ リアン外に出ることは、おおむね 自由であ った し、さらに、遠隔地へ も政庁の

許可を得れば赴 くことがで きたので ある。ηパ リアンおよびその周辺地域を主な活動の場 とし

て いた一般の出稼 ぎ中国人にとっては、これで十分であっ仁と思われる。

ところが、18世 紀中葉の2回 に亘る中国人追放を経て、マニラを中心 とした中国人移民社会

は、カ トリックか らなる小規模な定住型の社会に変容 したのである。すなわち、総体 として、

「脱中国人化」 したといえる。一方、福建一マニラ間の中国帆船貿易 に従事 して、毎年マニラ

に来往す る中国人は、パ シグ川河口付近に設置されたアルカイセ リア ・サン ・フェルナ ン ドに

収容 され、原則 として、滞在期間中、外に出ることは許 されなかった。言い換えれば、マニラ

を中心 と して植民地 内に定住す るカ トリック中国人(sangleycristiano)と その社会 は、季

節的にアルカイセ リアに滞在する異教徒中国人(sangleyinfie1)と 明確 に区別 され、前者 は、

総体 として、植民地社会を正統に構成する一要素となる第一歩を築いたのである。フィリピン

政庁の側からいえば、スペ インの実効的支配の及ぶ地域において、初めて、 「インデ ィアスの

全ての住民は、カ トリックなるべ し」という理念をほぼ実現 したことになる。

カ トリック化 した中国人の多 くは、現地女性とカ トリック教会に認あられた正式の結婚をし

て家族を形成するよ うにな り、スペイン当局に嫡出子 として認知 された中国系 メスティーソの

子孫を残 していった。

たとえば、少 し時代は遡 るが、 ビノン ド在住の中国人移民フアン ・ファニ オとその妻ホセ

ファ ・トマシナの娘、マ リア ・トマシナは、1767年 当時20歳 前後であ ったが、中国人の夫 プア

ン ・ヤオコが商用で渡航 したスルー諸島で死亡 したため、中国系メスティーソで19歳 のフラン

シスコ ・デル ・カスティー リョとの再婚を希望 した。父であるファニオは、娘の再婚に反対 し

ていたが、その背景には、フランシスコをイ ンディオ(原 住民)と 見て嫌 ったことがあった。

しか しながら、その周辺の申国人達(す べて力 トリック)が 、そのような ことは気 に懸 けず、

マ リアの希望に沿ったら良 いと考えていたこともあ って、結局、 ファニオは、マ リア ・トマシ

ナの再婚を認あることになった。この一件は、マニラの司教管区(司 教総代理)法 廷(juzga-

doprovisoral)の 婚姻に関す る審問記録に残 っているが、 これによると、中国人の証言等は、

福建語通訳を介 して行われ、署名 も漢字でなされている。その一方、メスティーソであ るマリ

ア ・トマシナやフラ ンシス コらの証言等 は、タガログ語通訳を介 して行われ、署名はローマ字
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でなされているのである。8)

これは、18世 紀中葉の一例にすぎないが、ここか ら次のよ うな点が読み取れ る。1)移 民第

一代 目の フアン ・ファニオには、まだ、中華主義的な態度が残 っていたが、結局、メスティー

ソである娘の希望に従わ ざるを得なかったこと、2)中 国系メステ ィー ソが、婚姻などを通 じ

て中国人移民社会か ら離脱 していき、言語などの点で も現地化 していること、3)カ トリック

中国人商人は、たとえば、スペインの支配が及んでいなかったスルー諸島に も交易に赴 くなど、

広域に活動 していたこと、さらに、上述 しなかったが、4)フ アン ・ヤオコの死亡の知 らせが

福建を経由 して、 もた らされていることか ら、故郷 との人的ネッ トワー クは維持されているこ

となどである。この当時のマニラの中国人移民社会 は、カ トリック化 して家族を形成 し、現地

化す る一方で、福建 との人的ネ ットワークを維持す ることで、フィ リピン植民地社会 と福建の

中国人を有機的に結 び付 ける要としてダイナ ミックに機能 していたのである。

3.18世 紀末 葉 の中国 人移民 社会一 カ トリック化の実 態一

さて、ラオンおよびア ンダ総督による対英協力中国人の追放後、約10年 を経て、1778年 にバ

スコ総督 は、新規移民の受け入れを再開 した。その主たる目的は、 ようや く本格的に取 り組ま

れるようになった植民地の経済開発に中国人の農業技術や労働力、その他の技能を利用するこ

とにあった。9)そのため、移民の新規受 け入れ は、本来、宗教を問わない ものであ ったが、実

質的に移民 は、ほぼカ トリックに限 られていた。それは、まず第一 に、非カ トリック中国人移

民は、カ トリックに倍する年額12ペ ソの人頭税を支払わねばな らなかったことにあ る。lo)また、

カ トリックに改宗 しなければ、現地女性と正式に結婚することができず、原則的に、アルカイ

セ リア内に留まらねばな らなか ったたあ、長期にわたって諸島内で活動す るのであれば、カ ト

リックに改宗す るのが、中国人移民にとって も得策であった。 さらに、カ トリックに改宗 して

も断髪を強制されな くなっていたことも、中国人移民のカ トリシズム受容を進める上で大 きな

力とな っていたと思われ る。

ところで、18世 紀中葉以降、マニ ラを中心とする中国人移民社会は、総体と して、カ トリッ

ク化 したのであるが、その ことはまた、逆説的に、名目上のカ トリックが増加するということ

を意味 していた。

実際、スペイ ン当局は、バスコ総督を含あて、新規の中国人移民が真のカ トリックであるの

かという点にっいては、疑念を抱 くようになっていた。すなわち、かれ らが商業あるいは居住

上の便宜のために、名 目的に、カ トリックに改宗 したのではないか ということであった。それ
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を裏付けるように、カ トリックに改宗 したとはいって も、多 くの中国人 は、道教系と思われ る

信仰や儀礼を初めとして、固有の風俗習慣を保持 していたようである。1D

たとえば、マニラの司教管区法廷のフランシスコ ・ドゥラナは、中国人の カ トリックへの改

宗の実態をおおよそ次のように述べている。すなわち、諸島に残留を希望す る異教徒の中国人

は、カ トリシズムを不正 に利用する。中国人は、カベ シー リャ(cabecilla;中 国人移民社会の

頭領)の 協力を得て、た とえば、乗船すべ き中国帆船が出航す る時、姿を隠 し、瀕死の病を装

い、死床での洗礼を受ける。数 日後、その中国人 は、親方を探 して仕事 に就 き、親方はカベ

シー リャと協力 して、その中国人の生活を支えるのであ る。その結果、カ トリックと して課税

台帳(padr6n)に 記載 され、定住することができる。 しか し、 このように して、カ トリック

とな ったため、中国で異教(gentilislno)、 あるいは、偶像崇拝(idolatria)に まみれて過

ごしていた時よ りも、ず っとふ しだ らな生活を送 っている。まった くカ トリックとしての義務

を果たさずにいるのである♂2)

そのなかで、1788年 には中国人移民社会がフィリピン政庁に、パ リア ン聖堂区主任司祭アグ

ステ ィン ・デル ・ロサ リオ神父を訴える事件が起 こった。かれ らは、神父の態度が抑圧的であ

るとした うえで、福建語を理解す る司祭のいる別の教会で ミサに与 り、告解 したい。 また、年

に一度の聖体拝領のみ、パ リアン聖堂区教会で与 りたいと請願 した。そのため、ベ レンゲール ・

デ ・マルキーナ総督は、中国人の要求を容れて、パ リア ン聖堂区教会での ミサに出席す ること

を強要せず、また、デル ・ロサ リオ神父に告解す ることを強制 しないこととした♂3)

それに対 して、司教管区法廷 は、上 申書を提出 して、総督の裁決を覆えすよ う求め、デル ・

ロサ リオ神父の態度が問題 ならば、 まず、正式に司教管区法廷に訴状を提出 しなければな らな

いとした。そのなかで、中国人が諸島に留 まることを希望するのは、俗世の打算のためである

ことは、明 らかであ る断言 した。すなわ ち、 かれ らは、道教の神像図(estampasdesus

idolos)の あるところで間断な く会合す る一方、四旬節や金曜日の小斎を実践 しない。っまり、

中国におけるよ りず っと自由な生活を求めて、主任司祭に対 して不平を言 っているのである。

かれ らの生活は堕落 しきってお り、女性 と同棲 している者 もいる。 しか し、このよ うな生活を

改めるよう諭 して も全然平気である。そういったことから、 これ らの中国人が、現地の一般住

民 に及ぼす害毒の大きさがわかる。それゆえ、 トン ド州の長官(corregidor)に 権限を与えて、

中国人を督励 して、指定の 日時にパ リアン教会で ミサに与 らせ、カ トリックの教義 と信徒 とし

ての義務を学ばせ るように し、違反者には、罰金を科す ことにしたいと述べ られている。助

以上の上申書等の内容には、デル ・ロサ リオ神父を擁護す るという事情 もあって、誇張 も含
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まれていると思われるが、ある程度、中国人移民のカ トリック信仰の実態を反映 していると考

え られ る。ただ、ここで注意すべ きことは、この上申書が中国人移民社会がパ リアン聖堂区主

任司祭を訴えるのであれば、 「まず、正式に司教管区法廷に訴えなければならない」としてい

る点である。すなわち、カ トリック教会の裁治権 と総督に代表され る世俗の権 力(司 法権)と

の確執を背景 に、中国人移民社会が、前者による 「文化(宗 教)的 圧迫」に対抗す るため、後

者 に接近す ることがあったことを示 しているか らである♂5)

それでは、中国人移民の現地化の柱 ともなった、現地女性 との結婚による家族の形成にっい

てはどうであろうか。アランデ ィア総督の非 カ トリック中国人追放以降、植民地に定住するこ

とを選択 した中国人は、カ トリックに改宗 し、次々と現地女性 と教会に認知 された正式の結婚

を したが、 これ らの中国人のなかには、故郷福建ですでに結婚 して いて、さらに子を儲けてい

た者 も少な くなかった。r両 頭の家」が実践 されていたのである。16)当初、スペイン人は、一

夫多妻婚の存在を必ず しも明確に認識、あるいは、問題に していなか ったようである。それに

は、カ トリックとしてすでに結婚 しているのでなければ、重婚 には当たらない、すなわち、改

宗以前の結婚 は一夫一妻制の坪外 とする態度があったのか もしれない。いずれにせよ、1750年

代 一60年 代においては、在住中国人カ トリックの結婚申請は、形式に則 っていれば、司教管区

法廷での審問の際、ほとん ど問題 とされ ることもな く、許可 されていた。ロ)

しか しながら、次第に、植民地でカ トリックとして結婚生活を送 っている多 くの中国人が、

改宗以前 とはいえ、すでに故郷福建で結婚 していることに、疑義が差 し挟 まれ るようになった。

それは、端的に言えば、中国入がカ トリシズムを受容する動機に不純な ものがあるという観念

と密接に結び付 いていた。たとえば、先述の フランシスコ ・ドゥラナは、これ らの中国人は、

現世の欲望のために、受洗 し、すなわち、中国にすでに妻が、場合によっては、複数いるにも

かかわ らず、マニラで結婚を申請す るのは、単 に妾を得たいがためなのだと非難 した。田)そ う

いった事情を反映 して、司教管区法廷での中国人の結婚申請に対す る審査もそれにともなって

厳 しくなっていった。また、偽名などによる結婚申請 も発覚 したため、司教管区法廷で中国人

が、結婚申請にかかる審問を受 ける条件 として、まず、本人確認のために政庁からの定住許可

証を提示することが要求 されるようにな った。19)

その一方で、 スペ インの聖 ・俗両当局は、 これ らの定住中国人が、一般に、カ トリックとし

て現地住民(naturales)と 同様の服装を身にっけ、十字架を所持するなど して、容易に現地社

会のなかに溶 け込んで しまい、かれ らの動静を把握することが困難であ ると認識 していた。20)

そのため、中国人移民が、現地住民 と同様の服装をすることを禁 じて区別を明確に しようとし
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た。それは、一っには、司教管区法廷の見解にみ られるようにカ トリック教会 ・聖職者の側で

は、 「名目的な」カ トリックである中国人が、現地社会の一員 として一般住民 と不断に接触す

ることによって、一般住民が被る 喀 毒」を予防 しなければならないという立場か らであった。

しか しなが ら、より現実的には、植民地政庁の財源の一つとしての人頭税を初めとす る租税の

徴収が滞るからであった。それゆえ、中国人移民が、定住許可証や地方居住許可証等を不正に

使用 したり、所持 した りしないように、 トン ド州長官(corregidor)や アルカルデ(alcalde

denaturales;末 端の行政の単位である町(pueblo)の 長、19世 紀 におけるゴベルナ ドールシ

リョ 〔gobernadorcillo;現 地住民 の有力者か らなる町官吏の筆頭〕にほぼ等 しい)等 の協力

も要請 して、常に監視する体制をとっていた。2Dそ のため、人頭税徴収の基礎 となる課税台帳

は、マニラおよびその周辺 にあっては、パ リア ン聖堂区主任司祭が中国人移民社会のカベ シー

リャの協力を得て、正確なものを作成することになっていた。

しか しなが ら、カベ シー リャが協力的であ るとは限 らなか ったようである。なかで も、1788・

89年 当時、筆頭 力ベ シー リャ(cabecillaprincipal)を 務めていたフランシスコ ・パ イガ ン

(班支果施浦源)は 、中国人移民社会 とパ リア ン聖堂区主任司祭アグスティン ・デル ・ロサ リ

オ との確執 も関係 していたと思われるが、課税台帳作成のために、一度 も聖堂区司祭に会お う

としないと非難 されている。Z2)

4.お わ りに

カ トリックに改宗 した中国人移民の信仰の実態は、仮に非難されるようなものであ ったとし

て も、現地女性 との正式な婚姻を通 して、確実に、よりカ トリック化 した、すなわち、よ り現

地化 した中国系 メスティーソを産み出 していったことは否定できないであろう。また、 これ ら

の中国人のなかには、その死に直面 して、カ トリックとしての形式に則 って遺言状を作成 した

者 も少な くない。内容は、主 として、商業上の決算に関連する事項が詳細に述べ られてお り、

筆頭遺言執行人には、在住 中国人を当てることが多かったようである。 しか し、相続人 として

は、妻または子を指名 して、何が しかの遺産を残 している例 も少な くない。23)

この間、在住中国人は、小売業に従事す ることが禁 じられていたため、中国商人は、マニラ

に集中 して、諸島内の物産集荷販売網を束ねる卸売 り業に特化 していった。24)その一方、地方

に居住す る中国人は、主に農業従事者や各種の職人に限 られていった。この結果、中国系 メス

ティー ソは、従来、中国商人が張 り巡 らしてきた物産集荷販売網を利用 し、それをさらに発展

させる形で地方商業に乗 り出 していったのである。す なわち、 この時期、かれ らは、信仰を同
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じくす るマニラの中国商人 とむ しろ協力関係を結 び、その活動を補完する形で商業的勃興の緒

についた と推測 され るのである。

ところで、18世 紀 中葉以前のフィ リピン植民地社会では、現地有力者(principal)は 、ス

ペイン当局か ら称号や役職等を授 けられることで、その権威を高め、その地位を維持 し、それ

をより確実な ものにしてい くとい うのが一般的であ った。そのほとん ど唯一の方法は、スペイ

ン当局 に協力 して軍事的貢献を行 うことであった。すなわち、モル ッカ諸島遠征、オランダの

海上活動に対す る攻勢、ムスリム支配地域への遠征、中国人あるいは現地住民の反乱の鎮圧に

積極的に参加す ることは、現地有力者 にとって、軍事的分野で顕著な功績をあげてスペイン当

局に認 められ る機会で もあった。25)

ところが、18世 紀中葉以降本格化す る諸島内の経済開発政策は、従来の非カ トリックの中国

人移民に代わ って、 メスティーソを含めた現地住民が商業活動に従事することを奨励するもの

であった。軍事的な貢献ほど明示的ではないが、政庁の植民地経済開発政策の一翼を担 う.とい

う意味で、地域間の交易活動に従事することは、植民地当局が提示す る新たな価値に従うとい

うことに繋が った と思われる。今後の検討課題ではあるが、その ことが、 これ以降、中国系メ

スティーソが地域社会のなかで、比較的容易に、従来の有力者層に代わ って擾頭できた背景を

なしていたのではないかと考える。

ここで、改めて、 「中国系 メスティ「 ソ」の定義 にっいて考えてお きたい。 中国系 メス

ティー ソとは、原則的に、カ トリック中国人の父親 と同じくカ トリックの現地女性 との婚姻で

生 まれた混血人を指すが、また、中国系 メスティーソを父親とする者 もそれに含まれていた。

ここで注意すべ きところは、中国系メステ ィー ソを母 とす る者は、中国人または中国系メス

ティーソを父 としない限 り、中国系メスティーソの範疇には含 まれなか った ことである。

さらに、 この血統に基づ く分類は、必ず しも、固定 したものではな く、中国系メスティー ソ

からインディオへの分類替えを当局に申請す ることが可能であった。 たとえば、ホセ ・リサー

ルは、その父フランシスコが、福建移民でカ トリック中国人 ドミンゴ ・ラムコか ら数えて4代

目に当た っていた。 しか しなが ら、祖父の時代に申請によってインディオとなっていたのであ

る。すなわち、 リサールは、普通、中国系メスティーソとして言及 されるが、実は、法制上は、

イ ンディオであった(こ のことは、 リサールが血統的にそ して社会 ・文化的にメスティーソで

あったことを否定す るものではない)。 また、中国系 メスティーソは、一般住民に倍す る貢税

を支払 うよう義務づけ られていたため、その能力のない者は、一般にイ ンディオへの分類替え

を申請 したといわれ る。26)すなわち、時代が下 るにつれて、中国系 メスティーソであるという
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こ と は、 少 な く と も、 経 済 的 豊 か さ を 示 す 一 っ の 指 標 と もな って い った の で あ る。 さ ら に 、 こ

れ らの メ ス テ ィー ソ は 、 中 等 お よ び 高 等 教 育 が 現 地 住 民 に も開 か れ る に つ れ て 、 そ の 財 力 を 背

景 に 、 ス ペ イ ン式 の 教 養 を 身 に っ け て い く こ と が で きた 。

エ ドガ ー ・ウ イ ッ クバ ー ク は 、 中 国 系 メ ス テ ィー ソの フ ィ リ ピ ン近 代 史 上 に お け る重 要 性 を

一 早 く指 摘 した が
、 中 国 系 メ ス テ ィ ー ソの 文 化 ・行 動 様 式 を 特 徴 づ け る もの と して 、 カ トリ シ

ズ ム お よ び ス ペ イ ン化(hispanization)へ の 志 向 を 挙 げ て い る。27)さ ら に 、19世 紀 末 葉 頃 ま

で に は 中 国 系 メ ス テ ィ ー ソ は 、 そ の 枠 組 み を 超 え て 、 ス ペ イ ン系 あ る い は イ ンデ ィオ 系 の 有 産

知 識 層 と も提 携 し、 利 害 関 係 を 一 に して 、 植 民 地 フ ィ リ ピ ンに お け るエ リー ト層 の 中 核 を 形 成

す る よ う に な って い た 。 そ の 過 程 で 、 自 らを 「中 国 系 メ ス テ ィー ソ 」 と規 定 す る意 味 は、 失 わ

れ て い った と考 え られ る 。28)

い ず れ に せ よ 、19世 紀 末 葉 の 革 命 運 動 に 連 な る民 族 主 義 的 運 動 の 昂 揚 の 過 程 で 、 宗 主 国 ス ペ

イ ンか ら独 立 す べ き国 家 「フ ィ リ ピー ナ ス 」 の領 域 を 確 定 し、 そ の 国 民 「フ ィ リ ピー ノ」 の 生

成 過 程 に お いて 、 思 想 的 に そ の 中 核 を 担 った の は 、 中 国 系 を 初 め とす る メ ス テ ィ ー ソ で あ った 。

ベ ネ デ ィ ク ト ・ア ンダ ー ソ ンが 指 摘 す る よ う に 、 現 代 の フ ィ リ ピ ン共 和 国 が 抱 え るナ シ ョナ リ

ズ ム を め ぐ る問 題 は 、 ま さ し く近 代 国 民 国 家 に お け る 理 念 と して の 「国 民 」 と は相 い入 れ な い 、

ホ セ ・リサ ー ル ら に代 表 さ れ る 「メ ス テ ィ ー ソ 」 が 「最 初 の フ ィ リ ピ ン人 」 とな った こ と に あ

る。 近 代 国 民 国 家 フ ィ リ ピ ンの 構 成 員 で あ る フ ィ リ ピ ン人 一 フ ィ リ ピー ノ の 始 源 は、 ま

さ し く、"puremix"で あ り、 そ れ 以 上 で も 、 そ れ 以 下 で もな い の で あ る 。29)そ れ ゆ え 、 現

代 の フ ィ リ ピ ン社 会 に お い て 、 か っ て の 中 国 系 メ ス テ ィー ソ は、 異 文 化 集 団 と して の 中 国 人 移

民 お よ び そ の 子 孫 と は一 線 を 劃 して 、 全 き フ ィ リ ピ ン人 と して 存 在 して い る の で あ る。
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